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はじめに 

東区は、昭和 47年（1972年）、札幌市の政令指定都市移行により誕生し、令和４

年には 50 周年という節目の年を迎えます。先人達の努力によって、現在は約 26 万

人が暮らす大きなまちへと成長を遂げ、さとらんど、つどーむ、モエレ沼公園などの

札幌を代表する大型施設や北海道遺産に選定された歴史的な街並みも魅力の一つとな

っています。この環境を次の世代に引き継ぎ、地域の絆を育みながら、安全で安心し

て暮らせるまちの実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

東区役所の新型コロナウイルス感染症に対する取り組み 

喫緊の課題となっている新型コロナウイルス感染症への対応については、区民の皆

さまの安心安全な生活を守るため、東区役所においても、区感染症対策室の設置や保

健所への応援職員の派遣などの感染症対策業務に取り組んでいます。 

また、安心して区役所をご利用いただけるよう、庁舎内の定期的な消毒・清掃や定

期的な換気、アルコール消毒液の設置などの感染防止対策に取り組んでいます。 

今後、東区で取り組む予定の各事業についても、新型コロナウイルスによりさまざ

まな影響を受けることが予想されますが、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策

にしっかり取り組みながら、魅力と活力にあふれるまちづくりを進めていきます。 
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東区役所の 

「新北海道スタイル」 

安心宣言 



 

 

令和３年度東区の主な事業 

 

安心して暮らせる強く優しいまち 

１ 東区安心安全なまち推進事業 

 
区民協議会との協働により、自助・共助意識の醸成を図るための自主防災組織等の

活動支援や防災普及啓発活動を実施し、「東区防災協働社会」を実現します。 

また、東区役所の防災体制強化の取組として、区職員を対象とした防災研修や区災

害対策本部訓練等を企画、実施します。 

 

【令和 3年度取組予定】 

〇 連合町内会主催の各地区防災研修会の実施を支援します。 

〇 全基幹避難所を対象に避難所開設セットの備品を追加格納します。 

〇 札幌市総合防災訓練、東区防災研修会、安心安全フェアを実施します。 

〇 子ども DIGや、小学生児童を対象としたタブレットを用いた防災授業を実施 

します。 

〇 「東区職員防災マニュアル（実践編）」を策定します。 
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1 
 

安心安全フェア 防災研修会（避難所開設・受付訓練の様子） 

伏古小学校での 

子ども DIG 



 

 

2 東区町内会活動活性化支援事業 

 
町内会役員がWEB会議の利用方法を学ぶことで、新型コロナウイルス感染症にも 

対応した町内会活動の実施を可能とし、町内会活動の更なる活性化を図ります。 

 併せて、町内会活動を啓発するリーフレット作成を各町内会の特性に合わせ支援す

るとともに、札幌市東区連合町内会連絡協議会ホームページの知名度向上のため、更

なる PRを図り、地域住民へ町内会活動を知ってもらうきっかけづくりを行います。 

 

【令和 3年度取組予定】 

〇 区内の連合町内会単位で希望者を対象に、Zoom を利用した WEB 会議の手 

法を学ぶ講習会を実施します。 

〇 各単位町内会が作成した加入促進リーフレット等の印刷を区役所が行います。 

また、希望する町内会には、原稿作成の支援を行います。 

〇 ホームページの知名度向上及び町内会活動の周知を目的とした啓発品を作成 

します。 

３ ひがしく健康・スポーツまつり 

 
各団体等が多種多様な立場や視点から「健康・スポーツ」について考え、それぞれ 

知識や経験を活かして企画を持ち寄り、区民、企業、行政が一丸となって取り組む事

業を実施します。 

 

【令和 3年度取組予定】 

〇 多人数が集まる機会を避け、非参集型の代替事業を実施します。 

〇 健康・スポーツ・食などに関するコラム等を掲載した冊子を作成し、区民 

への配布を検討します。 
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４ 冬みち地域連携事業  

 
除排雪を取り巻く状況を行政と地域が協力して解決するため、雪体験授業や地域懇

談会等を実施し、除排雪事業や冬の暮らしのルール・マナーについての理解促進を図

ります。また、除雪ボランティアの取組を支援することで、地域力を生かした雪対策

を推進します。 

 

【令和 3年度取組予定】 

〇 東区内の全小学校で雪体験授業を実施します。 

〇 除雪用具の貸出などを行い、地域除雪ボランティア活動を支援します。 

〇 除雪に関する地域懇談会を開催します。 

〇 冬みちパネル展を開催します。 

〇 新たな情報発信を検討し、実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 災害時避難行動要支援者支援ネットワーク運用事業 

 
福祉施設との連携・支援体制を強化するとともに、地域住民への積極的な働きかけ

を展開することにより、災害時における地域力の向上を図ります。 

 

【令和 3年度取組予定】 

○ 平時・災害発生時の要配慮者の実態（地域や関係機関とのつながり）を再確認

（把握）します。 

○ 既存の地域会議と連携し、要配慮者避難支援に必要な新たなネットワークを構

築します。 

○ 「札幌市東区における災害時要援護者支援ネットワークに関する協定書」を見

直し、連絡協議会の枠組みを再構築します。 

○ 既存マニュアルへの感染症対応策を示します。 

○ 連合町内会単位での地域説明会（3地区）を継続するほか、個別支援、個別説

明も継続します。 
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小学生を対象とした雪体験授業 冬みちパネル展 



 

 

６ 生活に密着したウォーキング普及事業

 
東区民を３つの対象（子育てをしている層・働いている層・仕事をリタイアする等

時間的なゆとりのある層）に分け、対象別にウォーキングスタイルを想定し、それぞ

れに見合った運動メニューやウォーキングのモデルコース等を掲載した手帳（東区ウ

ォーキングノート）を作成します。また、ウォーキングの意欲喚起のため、身近なコー

スでのウォーキング風景をはじめ、ストレッチ方法などの動画を作成し、SNSで配信

します。 

 

【令和３年度取組予定】 

〇 ウォーキングノート改訂版を作成・配布します。 

〇 改訂版の配布に合わせて、SNSを活用した動画配信を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅力と活力にあふれる成熟したまち 

１ 「タッピー市場」実施事業  

 

東区のご当地商品や観光施設等の情報を取りまとめて発信することで、東区の魅力

を向上し、併せて、店舗・企業・施設等への来訪者を増やし、賑わいの創出を図り 

ます。 

 

【令和３年度取組予定】 

○ 東区のご当地商品（札幌黄関連商品、タッピー関連商品など）や観光施設等の 

魅力を紹介する動画を製作し、「タッピー市場チャンネル」として WEBで配信

します。 

 

 

２ 
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令和 2年度版 

ウォーキングノート 



 

 

２ タッピーフレンズ事業 

 

地域住民主体で実施している地域活動に企業や学校の力を合わせ、活性化を図るこ

とを目的に、区民に身近な企業等を特別な仲間（＝フレンズ）として区が周知するとと

もに、企業等の CSR活動を区が広報することで CSR活動の普及拡大を図り、より住

みやすい東区を目指す事業です。 

 

【令和３年度取組予定】 

○ 企業等の CSR活動に関する情報発信を強化します。 

○ 地域活動に関する地域のニーズや企業の活動の意向を随時把握し、マッチング 

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

その他  

区役所の混雑緩和への取り組み  

 

東区役所は庁舎内のスペースが狭いことに加え、マイナンバーカードに関する手続

きのために来庁される方も増えており、待合スペースの混雑緩和が課題となっていま

す。4 月の転入・転出時期などの繁忙期には臨時窓口や一時待機場所を設置するなど

の取り組みを行っているところですが、来庁される市民の皆さまに、快適に安心して

東区役所をご利用いただけるよう、限られたスペースを有効活用するなど、混雑緩和

に向けた検討を進めていきます。 
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区内で実施される本市各局の主な事業 

１ 公園整備事業 

 
（1）地域と創る公園機能再編・再整備推進事業 

地域における公園の役割や機能を見直しながら、地域の人たちとともに、地域

に即した公園として再整備を行います。 

○再整備工事：希望公園（北 9条東 15丁目ほか） 

北 22条雪ん子公園（北 22条東 22丁目） 

伏古たんぽぽ公園（伏古 11条 3丁目） 

伏古しんえい公園（伏古 11条 4丁目） 

 

（2）安全・安心な公園再整備事業 

バリアフリー化や老朽化した遊具・休養施設・照明灯・外柵の整備などにより、

子どもからお年寄りまで、安全に公園を利用できるように施設改修を行います。 

○遊具・園路等改修工事：モエレ沼公園ほか 

 

2 市営住宅建替・全面的改善事業 

 
（1）建替事業 

○美香保団地（団地全体の建替工事基本計画実施） 

○伏古団地（新 A-5～7 号棟新築工事、旧 13～16 号棟解体工事実施設計、 

 A-4・8号棟及び集会所の新築工事実施設計） 

 

（2）耐震改修及び全面的改善事業（バリアフリー化、断熱改修等） 

○光星団地５号棟（事業費の精査及び効率的な改修方法の検討） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
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3 児童会館整備 

 

（１）（仮称）元町北小学校内児童会館 

   元町北小学校の改築にあわせて、同小学校内にある元町北小ミニ児童会館を

小学校に併設した児童会館として再整備するための設計をします。 

 

（２）苗穂児童会館 

本町小学校の改築にあわせて、同小学校区内の苗穂児童会館を小学校に併設し

た児童会館として再整備するための工事を行います。 

 

（３）元町南児童会館 

明園小学校の改築にあわせて、同小学校区内の元町南児童会館を小学校に併設

した児童会館として再整備するための設計をします。 

4 道路等整備事業 

 
（1）新設改良事業 

○生活道路等整備・改良：北４０条東線ほか 14路線（延長１,９６０ｍ） 

 

（2）道路事業 

○道路改良：雁来篠路連絡線  

○歩道整備（歩道バリアフリー）：北 13条東地区ほか 

○橋りょう長寿命化：北十一條橋 

○橋りょう耐震補強：上白石橋 

 

（3）街路事業 

○橋りょう新設：北 24条桜大橋（延長１,３2０ｍ、うち橋りょう部 320m） 

○街路改良：苗穂駅連絡通 

 

（4）河川事業 

○河川改修：雁来川（東雁来）、モエレ中野川（中沼町） 

○伏籠川流域貯留施設整備：札苗緑小学校（東苗穂 13条 4丁目） 
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5 上水道・下水道整備事業 

 

（1）第１期配水管更新事業 

札幌市における配水管の約８割を占める配水枝線は更新時期を迎え、将来にわた

る安全安定給水を確保するため、配水管更新事業を継続的かつ計画的に進めます。 

区域：東区全域（北栄、栄西、栄東、北光、元町、伏古、本町、東苗穂、苗穂町） 

○事業延長：約６.０ｋｍ 

 

（2）下水道整備 

管路事業 

    ○道路の新設に伴う管路の新設： 

宮の森・北 24条通（東雁来 4条 1丁目）ほか 

○管路の改築：北 37 条東 16丁目ほか 

○地震対策：伏古 8条 4丁目（汚泥圧送管）、北 24条東 17丁目ほか（東消

防署付近）、北 15条東 1丁目ほか（東警察署付近） 

6 硬式野球場整備事業  

 

＜事業内容＞ 

 モエレ沼公園の既存軟式野球場（公園体育施設）を改修し、新たな硬式野球が可能

な場を創出するための実施設計を進めます。 

＜施設規模（想定）＞ 

○ グラウンド：中堅 122m・両翼 100m程度（現状サイズ） 

○ 観客席：4,000席程度 

○ その他：夜間照明設備、電光掲示板 
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札幌市東区市民部総務企画課 

〒065-8612 札幌市東区北１１条東７丁目１－１ 

Tel 741-2400  Fax 742-4762 

E-mail hi.somu@city.sapporo.jp 

URL http://www.city.sapporo.jp/higashi/ 

さっぽろ市 

01-Q01-21-1041 
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